
令和７年１２月１１日 

産業建設委員会資料 

都市づくり部公園課 

 

公園及び児童遊園におけるイベントによる使用の情報発信について 

 

 

１ 目 的 

区が管理する公園及び児童遊園（以下「公園等」という。）における公民

連携等によるイベントが増加傾向の中、公園等利用者の利便性向上と利用

促進を図るため、公園等でのイベント使用の情報を発信する。 

 

 

２ 事業内容 

（１）対象のイベント 

   公園等で行われるイベントのうち、参加者を限定しないイベント。 

 

（２）発信内容 

イベントの日時、イベント名、開催場所及び主催者名。 

 

（３）発信方法 

区公式ホームページで情報発信 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

  令和８年１月  情報発信を開始 

  

公園で行われるイベント（例） 


